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背景   

国際会計基準審議会（以下、IASB又は審議会）は 2020 年 5 月、IFRS 第 3号「企業結

合」の改訂「概念フレームワークへの参照」を公表した。本改訂は、現行の IFRS 第 3号の

会計処理の要求事項を大きく変更することなく、1989年に公表された「財務諸表の作成及

び表示に関する概念フレームワーク」（以下、フレームワーク）への参照から、2018年 3月

に公表された「財務報告に関する概念フレームワーク」（以下、2018年概念フレームワー

ク）への参照に置き換えることを意図している。 

IASBはまた、IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」又は IFRIC 第 21号「賦課

金」が適用される負債及び偶発負債が別個に生じる場合、「Day2」利益又は損失が発生す

る可能性があることから、そうした問題を回避するために IFRS 第 3号の認識原則に例外

規定を追加した。 

同時に IASBは、「フレームワーク」への参照を置き換えても影響がない偶発資産について

は IFRS 第 3号の既存のガイダンスをより明確化することを決定した。 

本改訂は、2022年 1月 1日以降開始する事業年度から将来に向かって適用される。

「2018年概念フレームワーク」と同時に公表された「IFRS 基準における概念フレームワー

クへの参照の改訂」（2018 年 3月）に含まれるすべての改訂を同時、もしくはそれ以前に

適用する場合には早期適用も認められる。  

重要ポイント   

• IASBは、「2018年概念フレ

ームワーク」への参照を更新

するために IFRS第 3号の改

訂を公表した。  

• 本改訂は、IAS第 37号又は

IFRIC第 21号が適用される

負債及び偶発負債に関する

認識原則に例外規定を追加し

た。 

• 本改訂は、偶発資産の既存の

ガイダンスを明確化している。 

• 本改訂は、2022年 1月 1日

以降開始する事業年度から将

来に向けて適用されるが、早

期適用も認められる。 
 



 
 
 
 

IAS 第 37 号又は IFRIC 第 21 号が適用される負債及び偶発負債に
関する認識の例外規定  

IFRS 第 3号の認識原則は、企業結合で認識した資産と負債は、「フレームワーク」における

資産と負債のそれぞれの定義を満たさなければならないが、取得日後は、企業結合で認識し

た大部分の資産及び負債は、それらの項目に適用される IFRS 基準に従って会計処理しなけ

ればならないと規定している。 

IASBはまた、「2018年概念フレームワーク」を公表する時点で、各 IFRS 基準における既存

のフレームワークへの参照の大部分を、「2018年概念フレームワーク」への参照に更新し

た。しかし、IFRS 第 3号における参照については更新しなかった。というのも、IFRS 第 3号

の他の規定を変更することなく、「2018年概念フレームワーク」への参照のみを更新した場

合、意図しない結果が生じる可能性が懸念されたからである。 

特に「2018年概念フレームワーク」では資産と負債の定義が変更されており、その結果企業

結合で認識される資産及び負債の数が増加する可能性があった。そして、それらの資産又は

負債の一部が、取得日後に適用されるその他の IFRS 基準の認識要件を満たさない場合に

は、「Day2」利益又は損失が生じる可能性があった。 

IASBは前述の意図しない結果の可能性を分析し、取得日後に IAS 第 37号又は IFRIC第

21号を適用して会計処理される負債に限っては、「Day2」利益又は損失が実務において大き

な問題になる可能性があると結論付けた。この問題を避けるために、IASBは、IFRS 第 3号

の認識原則に例外規定を追加することを決定した。   

「2018年概念フレームワーク」の定義を適用することにより取得企業は、IFRIC 第 21号に従

って事後的に認識されることのない負債を取得日時点で認識する可能性がある。その場合、

取得日直後に「Day2」利益が認識されることになる。これは、IFRIC第 21号が「企業は、賦課

金の支払いを生じさせる事象が発生している場合にのみ、賦課金に対する負債を認識する」と

規定している一方で、「2018 年概念フレームワーク」を適用すると、企業は以下を条件に、取

得日以前に義務発生事象が生じている場合には負債を認識することになるからである。 

a. 取得日以前に行われた賦課金の支払いの直接のトリガーとはならない活動が、本来で

あればその活動のみをもって賦課金の支払いを余儀なくされるわけではない場合であっ

ても、フレームワーク上はあたかもそれを支払わなければならないかのように適用され

る、かつ  

b.  賦課金を生じさせる取得日後の活動を回避する実務上の能力を有していない。 

この認識される「Day2」利益は、経済的な利得ではなく、企業の財務業績の側面を忠実に表さ

ないことになる。 

さらに IFRIC第 21号は IAS 第 37号の解釈指針である。したがって「Day2」利益の問題は、

IAS 第 37号が適用される企業の将来の活動が条件になるその他の債務に関しても生じ得

る。この問題を回避するために、IFRS 第 3号が改訂され、IAS 第 37号又は IFRIC第 21 号

が適用される負債及び偶発負債が、企業結合において引き受けられるのではなく、別個に発

生する場合には IFRS第 3号第 11項の規定を免除する例外措置が加えられた。当該例外

措置では、企業は、現在の債務が取得日時点で存在しているかどうかを判断するために、IAS

第 37号と IFRIC第 21号の要件をそれぞれに適用することを要求している。当該例外措置

は、IFRIC 第 21号は、時期と金額が確実であり、IAS 第 37 号の適用範囲外となる賦課金に

も適用されるため、IFRIC第 21 号と IAS 第 37号の両方を参照する。 
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偶発資産に関するガイダンスの明確化   

IFRS 第 3号は、企業結合で取得された偶発資産の認識を禁止している。これは、IFRS

第 3号に明確に規定されている訳ではないが、IFRS第 3号の認識原則から推測でき、

また IFRS 第 3号の結論の根拠 BC276 項に説明されている。 

IASBはそれを踏まえ、偶発資産が取得日時点で認識の要件を満たすことはないというこ

とを明確化するために、新しく項目を IFRS 第 3号に加える決定をした。IASB は、偶発負

債と偶発資産の認識に関する規定が同様の箇所に定められれば、より明確になると考

え、この新しい項目を、IFRS 第 3号の「認識原則に対する例外」のセクションに付け加え

た。IASBの根拠を説明するために結論の根拠も修正された。  

経過措置及び発効日   

IFRS 第 3号の改訂は、取得日が 2022 年 1月 1日以降開始する事年度の開始日以降

に生じる企業結合から適用される。「2018 年概念フレームワーク」と同時に公表された

「IFRS 基準における概念フレームワークへの参照の改訂」（2018年 3月）に含まれる改

訂のすべてを同時に又はそれ以前に適用する場合には、早期適用も認められる。 
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弊社のコメント  

我々は IFRS 第 3号の改訂に同意する。それにより財務報告における一貫性が増す

と考えている。  

本改訂により、複数の「概念フレームワーク」が存在することで生じる混乱を回避す

ることができ、またそれらを調整する過程で生じていた問題が解消される。  


